
健康管理システム開発及び運用保守業務

【別紙１３】健康診断の対象者

対象者（知事部局）

区分 例
健康管理
対象/対象外

特別職 本庁 知事、副知事、公営企業管理者、代表監査委員 ○

正規職員 正規職員 － 普通の職員 ○

派遣中の正規職員 － 県が給与を支給する県職員身分 ○

派遣できた職員 Sユーザー 市や民間企業、病院機構からの派遣職員（時間外勤務手当等のみ県から支給） ○

本庁及び出先機関 各課職員 ○

任期付職員 － 一部の医師、職訓、防災主幹、医務保険課外郭団体 ×

特定任期付職員 － 学事文書課弁護士 ○

臨時的任用職員 － 育成学校など ○

会計年度任用職員 月額フルタイム 本庁及び出先機関 事務補助等 ○

月額パートタイム 本庁及び出先機関 事務補助等 ○

日額 本庁及び出先機関 該当あり ○

時間額 本庁及び出先機関 該当あり ○

特別職非常勤 給与支給あり － 美術館・萩美・文書館長（＋総合教育センター長） ○

給与支給あり － 産業医、CIO補佐官、嘱託医 ×

給与支給なし － GX統括監等 ○

外部委員など － 報酬を部局から支給依頼 ×

地方職員共済組合 － 事務員（プロパー職員） ×

山口県職員互助会 － 事務員（プロパー職員） ×

職種

再任用職員（定年前再任用短時間勤務職
員、暫定再任用）

1/2



健康管理システム開発及び運用保守業務

対象者（教育庁）

区分 例
健康管理
対象/対象外

特別職 事務局 教育長 ○

正規職員 派遣中の正規職員 ー（文部科学省、市町教委） 県が給与を支給する県職員身分 ×

（市町教委） 県が給与を支給する県費負担教職員身分（市町教委配置の充て指導主事） ×

派遣できた職員 Sユーザー 市や民間企業、病院機構からの派遣職員 ○

事務局（本庁及び図書館等） 各課職員（事務系、教員系） ○

事務局（本庁） 充て指導主事 ○

県立学校 各学校職員（事務系、教員系） ○

小中学校 各学校職員（事務系、教員系）※要確認 ×

再任用職員 事務局（本庁及び図書館等） 事務、学芸員等 ○

県立学校 事務員、教員等 ○

小中学校 事務員、教員等 ×

臨時的任用職員 事務局（本庁及び図書館等） 司書代替等 ○

県立学校 事務員、教員等 ○

小中学校 事務員、教員等 ×

会計年度任用職員 月額（13日以上） 事務局（本庁及び図書館等） 事務補助等 ○

県立学校 事務補助、校務技士、農場員、介助員、調理員等 ○

小中学校 非常勤事務職員 ×

月額（13日未満） 事務局（本庁及び図書館等） 事務補助等 ○

県立学校 校務技士、非常勤農場員等 ○

小中学校 非常勤事務職員 ×

日額 事務局（本庁及び図書館等） 図書館窓口業務等 ○

県立学校 調理員 ○

小中学校 事務職員・栄養職員の育児短時間代替職員等 ×

時間額 事務局（本庁及び図書館等）  幼児教育アドバイザー等 ○

県立学校 スクールカウンセラー※１、非常勤講師等 ○

小中学校 スクールカウンセラー※１、非常勤講師等 ×

特別職非常勤 事務局（本庁及び図書館等） 所長等（総合教育支援センター所長、文書館長） ○

県立学校 該当なし ×

小中学校 該当なし ×

非常勤嘱託員 事務局（本庁及び図書館等）

乳幼児の育ちと学び支援センター長
（教政・総務管理班（行政G））
総合教育支援センター産業医
（教政・厚生班（管理はセンター））
※本庁産業医は知事部局と共通 ×

県立学校 学校医、産業医 ×

小中学校 該当なし ×

外部委員会など － 報酬を部局から支給依頼 ×

公立学校共済組合 － 事務員（プロパー職員） ×

山口県教職員互助会 － 事務員（プロパー職員） ×

職種
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